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（別紙１） 

管理運営状況 評価シート【令和４年度】 

（評価日 令和５年６月 30日） 

１ 施設の概要 

施設名 岩手県立御所湖広域公園艇庫 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

盛岡市繋字除キ４－１ 

019－689－2265・019－689－2265 

keneiteiko@echna.ne.jp 

設置根拠 県立都市公園条例 

設置目的 

（設置：昭和 58年９月） 

生涯スポーツの推進 

体育、スポーツ、レクリエーション指導者の養成及び活用促進 

施設概要 

敷地面積 4,825㎡ 

施設：鉄骨造２階建て（艇格納庫、管理室、休憩室、会議室） 

設備：漕艇用ボート、カヌー、審判艇、トレーニング用具 

コース：日本ボート協会Ｂ級公認コース 2,000ｍ×６レーン、1,000ｍ×６レーン 

駐車場：普通車 20台（バス５台） 

施設所管課 
岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 

（電話 019-629-6797 メールアドレス AK0003＠pref.iwate.jp） 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 

指定期間 平成 30年４月１日～令和５年３月 31日（５年間） 

連絡先 
公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 

総務企画課 019-641-1218 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容（主な

もの） 
施設の使用の許可、使用料の徴収、維持管理、利用促進及び広聴広報他に関すること 

職員配置、管理

体制 

 

6名 

（令和４年４月１日現在） 

【組織図】事業団本部 

                      

 艇庫長  主 幹  主任主事（１） 

           事務員（１） 

            技能員（２） 

（内訳） 

正職員２名、地域職員（パートタイム職

員）４名、他社等からの派遣なし、 

利用料金 別紙のとおり 

開館時間 9:00～17:00（日～土) 休館日 
（開場日：4 月第 2 土曜日～10 月第 3 日

曜日）毎週月曜日（水曜日を月曜日に変更） 

 

４ 施設の利用状況     （単位：人） 

（利用者数、稼

働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 期間平均 

第１四半期 5,269 3,479 3,735 1,781 2,272 2,853 2,824  

第２四半期 5,464 4,676 4,212 4,493 2,859 3,046 3,857  

第３四半期 3,285 795 395 644 649 490 595  

第４四半期         

年間計（実績） 14,018 8,950 8,342 6,918 5,780 6,389 7,276  

年間計（計画） 9,862 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,200  
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５ 収支の状況  （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 期間平均 

収

入 

利用料金収入 1,121 1,072 1,033 931 904 916 971  

県委託料 15,128 15,895 16,004 16,599 16,862 17,086 16,489  

小計 16,249 16,967 17,037 17,530 17,766 18,002 17,460  

支

出 

人件費 11,566 11,562 10,134 10,315 9,643 12,632 10,857  

旅費 0 9 1 4 9 0 5  

報償費 0 0 0 0 0 0 0  

需用費 1,391 1,993 1,387 1,289 1,386 2,239 1,659  

消耗什器備品費 44 0 99 0 0 0 20  

役務費 786 794 747 782 965 741 806  

委託費 2,106 2,144 2,152 2,185 2,225 2,228 2,187  

使用料及び賃借料 207 224 184 212 247 195 212  

備品購入費 0 49 0 0 0 0 10  

福利厚生費 11 49 53 57 59 116 67  

負担金 38 85 34 195 15 15 69  

その他 1,241 1,796 2,015 2,302 2,342 2,336 2,157  

小計 17,393 18,705 16,806 17,341 16,891 20,502 18,049  

収支差額 △1,144 △1,738 231 189 875 △2,500 △589  

 

６ 利用者の意見等への対応状況 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 
① 自主事業参加者アンケート 

② 事業団共通アンケート 
実施主体 （公財）岩手県スポーツ振興事業団 

 

(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 0件、要望 0件、その他 0件 

主な苦情、要望等 対応状況 

〇苦情 なし 

〇要望 なし 

 

 

その他利用者からの積極的な評価等 

・自主事業参加者から「楽しかった」「また来たい」などの声が多数寄せられた。 

 

７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務  設置目的を効率的かつ効果的に達

成する。 

・生涯スポーツ・レクリエーションの

普及・推進とボート、カヌーの競技力

向上の拠点として、充実した体験、訓

練の場となるよう施設・設備の整備、

利用環境の向上に取り組んだ。 

・競技関係者に限らず、広く一般にも

施設を利用していただけるよう、カ

ヌー普及艇の貸し出しと技術指導に

Ａ 
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注力した。 

・自主事業を通して、一般の利用者を

多数得ることができた。また、施設の

存在や魅力を知って頂く良い機会と

することができた。 

・ボート協会、カヌー協会の要望も踏

まえ、公平・平等で透明性のある施設

運営に努めた。 

・利用調整会議を開催して、利用の効

率化、公平化を図った。 

施設の利用状況  令和４年度管理運営計画書に定め

る利用者数及び利用料収入の目標値

を達成すること。 

利用者数   10,400人 

利用料収入  1,167,000円 

利用者数   6,389人 

     （目標値比較：38.6％減） 

利用料収入  916,187円 

（目標値比較：21.5％減） 

 

・利用の中心となっている高校部活

動の部員減少が顕著である。 

・大雨による流木等の漂着で桟橋及

び湖面が使用できず、利用を制限せ

ざるを得なかった。（8月） 

Ｂ 

施設の維持管理状況  施設設備の維持管理等の業務を適

切に行う。 

 公有財産及び備品を適切に管理す

る。 

・施設設備を良好に維持するため、日

常点検を励行し、予防保全、事後保全

に努め、必要に応じ修繕を行った。備

品・用具等の点検強化月間を設け、競

技団体とも連携して競技艇の点検修

理を行った。 

・体育施設管理士（事業団資格保有

者）による巡回指導を実施し、より専

門的な視点に基づいた施設管理に取

り組んだ。 

・財産の現状維持に努めるとともに、

その状態を台帳等に記録・保存して

いる。破損や故障が生じた際は、速や

かに県に報告するとともに、現状復

旧に努めた。即時復旧できないもの

については、使用禁止等の処置を講

じた。 

・再委託業務については、業務指導・

監督を適時適切に行った。 

Ｂ 

記録等の整理・保管  管理に係る各種帳票書類を適正に

整理・保管する。 

・各種帳票書類は、保存区分に沿って

整理保管している。 

・個人情報については、事業団取扱要

領に従い、外部漏洩しないよう厳重

に保管している。 

・定められた保存期間を過ぎた文書・

帳票類については、廃棄物処理法に

沿って廃棄（焼却）処分している。 

Ｂ 
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自主事業、提案内容の実施

状況 

 施設の設置目的に沿った、利用促

進に繋がる方策に基づき事業を実施

する。 

・「湖上ウォークラリー」ほか全５事

業を計画した。 

・雨天のため「ファミリーカヌー教室

②」と「カヌー上達教室②」の２事業

を中止としたが、自主事業への参加

を機会に、何度も来場してくださる

方が増えており、一般利用の促進に

繋がっている。 

Ｂ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：自主事業を行い、利用者の増加に向けた取組に努めた。 

・改善を要する点：特になし。 

Ｂ 

 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制  各業務に適した職員を適正に配置

する。 

・管理計画書のとおり有資格者等を

配置した。 

・湖上の安全を確保するため、小型船

舶免許保有者が交代で監視・救助に

あたった。 

・刈払機従事者安全講習など、必要な

研修の受講を進めたほか、接遇研修

やコンプライアンス研修を随時行

い、職員の資質向上に取り組んだ。 

・「薄暮練習」「休所日の臨時開場」な

どの要望に可能な限り職員を配置し

て対応した。 

Ｂ 

苦情、要望対応体制  利用に関する各種問い合わせや要

望及びトラブル等の対応を適切に行

う。 

・今年度、苦情・クレーム等はなかっ

た。 

・クレーム等があった場合は、事業団

クレーム対応要綱に沿って対応する

体制ができている。 

・懇切丁寧な利用案内に努めた結果、

利用者アンケートの結果において、

高い評価を得ることができた。 

・利用者アンケートの要望等につい

ては、対応内容を含めホームページ

で公表している。 

・問い合わせや要望等には、丁寧に速

やかに対応することにしている。 

Ｂ 
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危機管理体制（事故、緊急

時の対応） 

 災害時・緊急時の対応や、防犯・防

災対策として、マニュアルの作成や

訓練を行う。 

・事業団危機管理対応要綱及び危機

管理要領に沿って「非常時対応マニ

ュアル」を整備し、有事対応に万全を

期している。 

・消防訓練では、避難経路の確認、非

常用梯子を用いた実践行動などを実

施した。 

・自衛隊の救命訓練や消防署の放水

訓練の会場として施設を提供したほ

か、これら関係機関との連携・協力体

制を維持している。 

・震度４弱以上の地震が度々発生し

ているが、その都度、速やかに施設点

検を実施した。異常等があれば各関

係機関と連絡・調整を図り、適切に対

処した。 

Ａ 

コンプライアンスの取組

み、個人情報の取扱い 

 基本協定に基づく秘密の保持、個

人情報の保護及び法令順守の確保。 

 個人情報に関する書類について、

適切に管理する。 

・事業団の個人情報の保護に関する

規定及びコンプライアンスマニュア

ルに基づき適切に対応した。 

・個人情報の取得は、利用者の同意を

得て行っている。また、取得目的以外

には使用しないよう職員に周知・徹

底した。 

・事業団が主催するコンプライアン

ス研修会等に職員を出席させ、その

伝達研修を通して所職員の資質向上

に努めた。 

・毎月実施している所内会議の中で、

予め設定したコンプライアンスのテ

ーマに沿って、各自の考え方を発言

する場を設けている。 

・全職員が誓約書を提出し、取扱情報

の管理徹底に取り組んだ。 

・個人情報の取得は必要最小限にと

どめ、取得した情報については鍵の

かかる場所で厳重に保管するととも

に、不要となった個人情報資料は速

やかにシュレッダー処理をした。 

Ｂ 

県、関係機関等との連携体

制 

 基本協定に基づき、近隣住民や関

係機関との協力連携に努め、良好な

関係を維持する。 

・県及び関係機関との連携に努め、良

好な関係を維持している。 

・御所湖の清流を守る会の活動（安全

点検・統一清掃）に参加したほか、盛

岡地区広域消防組合消防本部や陸上

自衛隊に水上救命訓練の場を提供す

るなど、関係機関との協力体制を維

持している。 

・御所ダムやつなぎ温泉観光協会、御

所湖広域公園管理事務所との事業連

携・協働にも注力した。 

Ｂ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：刈払機従事者安全講習など、運営体制向上に努めた。 

・改善を要する点：特になし。 

Ｂ 
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(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

利用者サービス  利用者のニーズを把握し、利用者

サービス向上に向けた計画を策定

し、適切に実施する。 

 利用者への接客サービス向上のた

めの研修等の取り組みを行う。 

・各種アンケート調査実施のほか、利

用者への声掛けを通して、利用者ニ

ーズの把握・収集に努めた。 

・それら要望等を速やかに管理運営

に反映させるとともに、対応困難な

事案については、その理由を丁寧に

説明した。 

・事業団本部が実施する接遇等研修

会に職員を参加させ、資質向上に努

めた。 

・高校、大学の部活動や競技大会の開

催など、要望に沿って、臨時開場、営

業時間延長を行った。 

Ａ 

利用者アンケート等  利用者アンケート及び意見箱の設

置その他の方法により、利用者のニ

ーズを把握し、施設管理及び事業運

営の改善を行う。 

・自主事業参加者へのアンケート調

査のほか、事業団施設共通一斉アン

ケート調査を実施して、利用満足度

やニーズ等を収集した。 

・その結果を、自主事業や施設運営に

反映した。 

・アンケート調査の結果をホームペ

ージで公表した。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：利用者アンケートを実施し、ニーズ把握に努めた。 

・改善を要する点：特になし。 

Ａ 

 

(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業収支  管理運営計画における収支の積算

に対する収支実績が適正である。 

・当初計画に沿った予算執行に努め

た。 

・新型コロナウィルス感染拡大の影

響で計画のとおりとはならなかった

面もあるが、概ね管理運営計画との

整合は図られていると考える。 

Ｂ 

指定管理者の経営状況  経営基盤が安定しており、計画に

沿った管理を行う能力を有してい

る。 

・公益法人としての活動について、毎

年、公益認定委員会の評価を受けて

おり、財務・経営に関しての指摘・指

導は受けていない。 

・業務を適切に成し得るだけの有資

格者・経験者を有しているほか、職員

の資質向上にも努めており、十分な

管理能力を保持していると考える。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点：法人の健全な経営を維持し、支障なく施設運営が行われた。 

・改善を要する点：特になし。 

Ｂ 
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※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 

（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がな

されている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 

 

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項 

・競技大会及び大学・高校の部活動、競技練習への配慮として、利用時間（営業時間）の延長、休場日の臨時

開所などを行なった。 

・「御所湖の清流を守る会」の一斉清掃など、地域活動へ積極的に参加し、地域との連携・協働に努めた。 

・競技関係者に限らず、広く一般にも施設を利用して頂くために、カヌー体験に注力した。楽しく安全に利用

して頂くための利用指導、湖面浮遊物の除去、動力艇による監視・救助に努めた。 

・利用や経年による劣化で破損した艇（ボート・カヌー）の補修・修理を行った。 

・盛岡市・滝沢市・雫石町の全小学校とホテルなど商業施設に施設ＰＲチラシを配布した。 

併せて、カヌー体験のリーフレットを配布して、一般利用の集客に努めた。 

・ホームページを活用し、リアルタイムに施設情報を発信した。 

 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項 

・ボート・カヌーの補修スペースが狭いため、できる作業（補修・加工）が限られる。 

・保管艇数が増え収納場所が不足している。ボートのリギングをその都度解除しないと収納できない。 

・艇庫の屋根と外壁の劣化が進行している。また、コースロープや船外機等備品も老朽化している。 

・井戸（自家水）の渇水と水質の劣化が進んでいる。 

・１トンクラスのアンカーを新たに湖上に設置したいが、移動・運搬する手段がない。 

 今現在、競技を行う上で最低限のアンカーしかなく、その状態についても把握できていない。 

・御所湖の土砂堆積量が増加し、大会のコース確保が困難となっている。 

③ 県に対する要望、意見等 

・保管庫の増築(ボート、カヌーの保管スペースと補修作業スペースの確保) 

・老朽化した施設設備の原状回復と備品の更新・補充 

・飲料水に適した新たな水源と水量の確保 

・現アンカーの状態確認と新たなアンカーの設置 

・御所ダムが行う堆積土砂撤去工事への支援 

 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

コロナ禍、物価高であったが、様々な工夫を施し、利用者の増加に努めた。また、予算の効率的な執行を図

るなど、適正な運営が行われた。 

② 県の対応状況について（自己評価） 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大による減収補填や物価高騰等に対応するため、指定管理料の増額な

ど必要な予算措置を行い、指定管理者と連携しながら管理運営に関する問題の解決に努めた。 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

 施設設備の老朽化が進んでいることから、施設の長寿命化を図るよう計画的に維持修繕に取り組む必要が

ある。 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

なし 
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改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日： 年 月 日） 

 

改善状況の確認 

（再評価年月日  年  月  日） 
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別紙 

表１ 施設の利用料金 

使用の区分 単 位 
利用料金 

一 般 学生及び生徒 

エイトを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 
円 

5,580 
円 

2,780 
シェルフォア又はコードブルを保管する
場合 

１月までごとに１艇ごとに 4,130 2,070 

ナックルフォア、ダブルスカル又はシェル
ペアを保管する場合 

１月までごとに１艇ごとに 3,510 1,760 

シングルスカル又はナックルペアを保管
する場合 

１月までごとに１艇ごとに 2,850 1,440 

カヤックフォアを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 1,810 910 

カナディアンダブルを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 1,430 710 

カナディアンシングルを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 1,170 590 

カヤックダブルを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 1,030 520 

カヤックシングルを保管する場合 １月までごとに１艇ごとに 640 330 

 

表２ 附属の設備の利用料金 

区 分 単 位 利用料金 

 
シェルフォア 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 640円 

 使用時間が４時間を超える場合 980円 

 
ナックルフォア 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 640円 

 使用時間が４時間を超える場合 980円 

 
ダブルスカル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 520円 

 使用時間が４時間を超える場合 780円 

 
シェルペア 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 520円 

 使用時間が４時間を超える場合 780円 

 
シングルスカル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 260円 

 使用時間が４時間を超える場合 390円 

 
カヤックフォア 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 640円 

 使用時間が４時間を超える場合 980円 

舟艇 
カナディアンダブル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 520円 

 使用時間が４時間を超える場合 780円 

 カナディアンシング

ル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 260円 

 使用時間が４時間を超える場合 390円 

 
カヤックダブル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 520円 

 使用時間が４時間を超える場合 780円 

 
カヤックシングル 

１日までごとに１艇ご

とに 

使用時間が４時間以内の場合 260円 

 使用時間が４時間を超える場合 390円 

 普及用舟艇 
１日までごとに１艇ご
とに 

使用時間が４時間以内の場合 300円 

使用時間が４時間を超える場合 400円 

 審判艇 
１日までごとに１艇に
つき 

 
9,710 円に燃
料の実費相当
額を加えた額 

 コース設定作業艇   
燃料の実費相

当額 

拡声器 １日までごとに  4,130円 

競 電話機 １日までごとに１式ごとに 3,360円 
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技 

用 

備 

品 

流速計 １日までごとに１台ごとに 1,550円 

テント １日までごとに１張ごとに 550円 

トランシーバー １日までごとに１台ごとに 190円 

電気メガホン １日までごとに１台ごとに 130円 

風向風速計 １日までごとに１台ごとに 130円 

ストップウォッチ １日までごとに１個ごとに 30円 

トレ
ーニ
ング
用具 

スライデングバック １日までごとに１台ごとに 130円 

ローイングエルゴメーター １日までごとに１台ごとに 130円 

 備考 舟艇及びトレーニング用具を学生又は生徒が使用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる額の半額（そ

の額に 10円未満の端数があるときは、これを 10円とする。）とする。 

 

表３ 条例第 21条第２項において準用する条例第３条第１項各号に掲げる行為の許可を受けた場合の利用料金 

区 分 単 位 利用料金 

行商、募金その他これらに類する行為 

有料公園施設内におけ

る場合 
１人１日までごとに 1,200円 

有料公園施設外におけ

る場合 
１人１日までごとに 400円 

業として行う写真の撮影 １日までごとに１台ごとに 110円 

興行 １日までごとに 8,000円 

展示会、博覧会その他これらに類する催
しの開催 

１日までごとに 4,000円 

 


